
　平成　　　　年　　　　月　　　　日

北海道立釧路芸術館長　様

申請者 住所

氏名

（電話　　　　　　　　　　　　　　    　　）

　次により、北海道立釧路芸術館（展示室、講堂、多機能室）の施設を利用したいので、北海道立釧路

芸術館利用規則第９条第１項の規定により、申請します。

利 用 の 目 的

催 し の 名 称

入 場 料

館 内 で の
頒 布 物

利 用 施 設
（該当を○で囲む）

ピアノ使用責任者

ピアノ調律者

一回目

留意事項

　※北海道立釧路芸術館利用規程を守ること。

　※博物館条例第１２条５により、既に収受した利用料金は、知事が定める基準以外、還付しませんのでご了承願います。

　※使用した機材等は必ずもとに復元すること。 （尚、ピアノの移動はしないこと。）

　※当館の専用駐車場には、８台しか駐車出来ません。　釧路錦町駐車場　（釧路市観光国際交流センター道路向い）

　 　をご利用下さい。尚、駐車券を当館受付にご提示いただくと割引きになります。

　※申請頂きました個人情報については、申請者の許可なく外部に公表することはありません。

開場時間

開演時間 ：

：

　氏 名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

　会社名    氏 名

二回目

平成　 　年　 　月　　 日（　 曜日）から

利 用 期 間

　※講堂（アートホール）の一回の収容人数は、最大で２０９名ですのでご了承願います。

　１ ピアノ　【調律 ： あり（　　　時 　　分から）　なし】　　２ マイク（　　本）　　３ 照明　　

開演時間等

終演時間

：

：

：

：

　１、  展 示 室　　　２、  講 堂（ｱｰﾄﾎｰﾙ）　　　３  多 機 能 室（ﾌﾘｰｱｰﾄﾙｰﾑ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　時　から

搬出

 月　　 日から　　 月　　日まで

施 設 利 用 承 認 申 請 書

記

　　　　月　　　　日　　　　時から

　　　　月　　　　日　　　　時まで

　※.「施設利用承認申請書」等を提出後、施設利用の承認をするまでは、広報活動は行わないこと。

搬入

展示

使 用 器 具
（該当を○で囲む） 　４ 音響機器（内容：　  　　　  　　　）５ その他 （　　　　　　　　　　　　　　     　　　　　）

平成　 　年　 　月　 　日（　 曜日）まで

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　時　まで

     １、無料　　                           　２、有料


